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企
　
業
　
局

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者

今
　
　
村
　
　
　
　
　
修

山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
第
七
号
中
「
別
表
第
三
の
三
」
を
「
別
表
第
三
の
三
第
一
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
三
（
第
五
条
の
三
関
係
）

所
長
の
共
通
の
専
決
事
項

一

行
政
財
産
の
継
続
使
用
許
可
及
び
財
産
の
継
続
借
受
け
（
事
業
所
に
お
け
る
条
件
変
更
を
伴
わ

な
い
使
用
許
可
及
び
借
受
け
に
限
る
。）
に
関
す
る
こ
と
。

二

改
修
工
事
に
伴
う
許
可
申
請
（
占
用
許
可
申
請
に
つ
い
て
は
、
一
時
的
な
占
用
に
限
る
。）、
届

出
及
び
協
議
に
関
す
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

山
梨
県
企
業
局
例
規
集
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者

今
　
　
村
　
　
　
　
　
修

山
梨
県
企
業
局
例
規
集
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
局
例
規
集
取
扱
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

例
規
集
は
、
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
電
子

例
規
デ
ー
タ
と
し
、
庁
内
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
電
子
計
算
機
組
織
に
よ
り
職
員
に
公
開
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
そ
の
活
用
を
図
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条
中
「
印
刷
発
行
」
を
「
編
集
・
作
成
」
に
改
め
る
。

第
四
条
を
削
り
、
第
五
条
を
第
四
条
と
し
、
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者

今
　
　
村
　
　
　
　
　
修

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
百
五
号
）」」
の
下
に
「
と
、「（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
条

例
第
七
号
）」
と
あ
る
の
は
、「（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
七
号
）、
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
特

例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
号
）」」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
七
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日

号
外
第
二
十
七
号

火　曜　日



山
梨
県
企
業
局
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者

今
　
　
村
　
　
　
　
　
修

山
梨
県
企
業
局
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
局
被
服
貸
与
規
程
（
昭
和
四
十
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
１
中
女
子
職
員
の
項
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
五
号

山
梨
県
営
電
気
事
業
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者

今
　
　
村
　
　
　
　
　
修

山
梨
県
営
電
気
事
業
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
営
電
気
事
業
保
安
規
程
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

「

発
電
総
合
制
御
所
所
管
電
気
工

作
物

第
五
条
第
二
項
の
表
電
気
主
任
技
術
者
の
項
中

早
川
水
系
発
電
管
理
事
務
所
所

管
電
気
工
作
物

笛
吹
川
水
系
発
電
管
理
事
務
所
　
電
気
課
長

所
管
電
気
工
作
物

塩
川
発
電
所
電
気
工
作
物

丘
の
公
園
太
陽
電
池
発
電
所
電

気
工
作
物

「

発
電
総
合
制
御
所
所
管
電
気
工

作
物

を
　
　
早
川
水
系
発
電
管
理
事
務
所
所

に
改
め
、
同
表

管
電
気
工
作
物

笛
吹
川
水
系
発
電
管
理
事
務
所
　
電
気
課
長

所
管
電
気
工
作
物

塩
川
発
電
所
電
気
工
作
物

丘
の
公
園
太
陽
電
池
発
電
所
電

気
工
作
物

」

若
彦
ト
ン
ネ
ル
湧
水
発
電
所
電
　
電
気
課
管
理
職
員

気
工
作
物

」

「

ダ
ム
水
路
主
任
技
術
者
の
項
中
　
　
塩
川
発
電
所
ダ
ム
水
路
工
作
物
　
発
電
総
合
制
御
所
管
理

を

職
員

」

「

塩
川
発
電
所
ダ
ム
水
路
工
作
物
　
発
電
総
合
制
御
所
管
理
　
　
に
改
め
る
。

職
員

若
彦
ト
ン
ネ
ル
湧
水
発
電
所
ダ
　
電
気
課
管
理
職
員

ム
水
路
工
作
物

」

第
十
六
条
中
「
広
瀬
ダ
ム
操
作
規
則
」
の
下
に
「
、
琴
川
ダ
ム
操
作
規
則
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
七
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

二



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
七
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

三

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
）



「
７
　
保
安
教
育
に
関
す
る

別
表
第
二
分
掌
業
務
の
欄
中
「
７
　
保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と
。
」
を

８
　
若
彦
ト
ン
ネ
ル
湧
水

こ
と
。

に
改
め
る
。

発
電
所
の
建
設
に
関
す
る
こ
と
。
」

別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
七
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

四

７
　
保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

こ
と
。

発
電
所
の
建
設
に
関
す
る
こ
と
。

７
　
保
安
教
育
に
関
す
る

８
　
若
彦
ト
ン
ネ
ル
湧
水



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
七
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

五

別
表
第
四
（
第
十
三
条
関
係
）



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
七
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

六



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
七
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

七



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
七
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

八



附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

そ
　
の
　
他

山
梨
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号

山
梨
県
議
会
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
議
会
議
長
　
　
森
　
　
屋
　
　
　
　
　
宏

山
梨
県
議
会
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
議
会
事
務
局
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
総
括
課
長
補
佐
」
の
下
に
「
、
政
務
調
査
監
」
を
加
え
る
。

第
七
条
第
一
号
ニ
中
「
報
酬
」
を
「
議
員
報
酬
」
に
改
め
、
同
号
ト
中
「
議
長
会
等
」
を
削
り
、
同

号
ル
中
「
情
報
公
開
に
関
す
る
こ
と
。」
を
「
情
報
公
開
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
課
所
管
に
限
る
。）。」

に
改
め
、
ヲ
を
ワ
と
し
、
ワ
を
カ
と
し
、
カ
を
ヨ
と
し
、
ヨ
を
タ
と
し
、
タ
を
レ
と
し
、
レ
を
ソ
と
し
、

ソ
を
ツ
と
し
、
ツ
を
ネ
と
し
、
ネ
を
ナ
と
し
、
ナ
を
ラ
と
し
、
ル
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

「
ヲ
　
政
務
調
査
費
に
関
す
る
こ
と
。」

第
七
条
第
二
号
ロ
中
「
常
任
委
員
会
」
の
下
に
「
、
議
会
運
営
委
員
会
」
を
加
え
、
同
号
ハ
中
「
議

会
運
営
委
員
会
、
代
表
者
会
議
及
び
全
員
協
議
会
等
」
を
「
山
梨
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
一
年

山
梨
県
議
会
規
則
第
一
号
）
百
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
議
等
の
場
」
に
改
め
、
同
号
カ
を
削

り
、
同
号
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

「
カ
　
議
長
会
等
に
関
す
る
こ
と
。」

「
ヨ
　
情
報
公
開
に
関
す
る
こ
と
（
議
事
調
査
課
所
管
に
限
る
。）。」

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

専
決
処
分
事
項
を
指
定
す
る
件
中
改
正
の
件

専
決
処
分
事
項
を
指
定
す
る
件
（
昭
和
四
十
四
年
二
月
定
例
会
議
決
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正

す
る
。

本
則
中
「
法
律
上
県
の
義
務
に
属
す
る
損
害
賠
償
の
う
ち
一
件
の
金
額
が
五
〇
〇
万
円
以
下
の
も
の

に
か
か
わ
る
損
害
賠
償
額
を
決
定
し
、
及
び
こ
れ
に
伴
う
和
解
を
す
る
こ
と
。」
を
本
則
第
一
号
と
し
、

本
則
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

二

法
令
の
改
正
又
は
廃
止
に
伴
い
、
当
該
法
令
の
条
項
又
は
用
語
を
引
用
す
る
規
定
の
整
理
の
み
を

目
的
と
し
て
条
例
を
改
正
す
る
こ
と
。

三

県
営
住
宅
の
家
賃
の
滞
納
者
に
対
し
当
該
県
営
住
宅
の
明
渡
し
及
び
滞
納
家
賃
等
の
支
払
い
を
求

め
る
訴
え
を
提
起
し
、
又
は
当
該
滞
納
者
と
和
解
を
す
る
こ
と
。

四

一
件
の
金
額
が
六
十
万
円
以
下
の
財
産
権
上
の
請
求
（
前
号
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
に
係
る
訴

え
を
提
起
し
、
又
は
和
解
を
す
る
こ
と
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
七
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

九
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